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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９３５） 

 

 札幌地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（小樽税務署長） 

 令和６年２月５日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告          株式会社Ａ 

 同代表者代表取締役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   沼上 剛人 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 同指定代理人      唐津 祐吾 

 同           川村 哲司 

 同           坂田 祐輔 

 同           新吾 正義 

 同           中 祐規 

 処分行政庁       小樽税務署長 

             宮崎 潤 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    小樽税務署長が、原告に対して令和３年６月２８日付けでした平成３０年１月１日から同年

１２月３１日までの事業年度の法人税の更正のうち納付すべき税額１１０万４０００円を超

える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分、同年１月１日から同年１２月３１日までの課

税事業年度の地方法人税の更正のうち納付すべき地方法人税額４万８５００円を超える部分

及び過少申告加算税の賦課決定処分及び同年１月１日から同年１２月３１日までの課税期間

の消費税及び地方消費税の更正のうち納付すべき消費税額３１９万７３００円並びに納付す

べき地方消費税額８６万２７００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいず

れも取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、独立行政法人Ｂ（以下「本件機構」という。）が施工するＣ建設工事に関

連して、本件機構に対して別紙１の物件目録記載の各土地（以下「本件各土地」という。）を

譲渡したところ、その譲渡に係る収益を益金の額に算入していなかったことについて、小樽

税務署長が、本件各土地の引渡しは既に完了しているため同収益を益金の額に算入すべきで

あるとして、法人税等の更正処分等を行ったのに対し、原告が、本件各土地の引渡時期は、
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本件各土地上の物件（建物、工作物等。以下「本件建物等」という。）の解体、撤去等が完了

したことを本件機構が確認した令和２年１２月１４日であり、同処分等には本件各土地の引

渡時期を誤って認定した違法があると主張して、同処分等の取消しを求める事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    別紙２のとおり 

  ２ 前提事実（争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実） 

  （１）原告は、素材製材の販売等を目的とする株式会社である。 

  （２）原告と本件機構は、本件機構が施行するＣ建設工事のため、平成３０年９月７日、原告が

所有していた本件各土地を６４４５万００４７円（以下「本件売買代金」という。）で本件

機構に譲渡する売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結するとともに（甲２）、原

告に対し、原告が本件各土地上の本件建物等を解体・撤去することなどの補償金として２億

３６３７万０５１０円（以下「本件補償金」という。）を支払う旨の本件建物等の移転に伴

う物件移転補償契約（以下「本件補償契約」という。）を締結した（甲３）。 

     なお、本件機構は、本件各土地の取得事務をＤ公社（以下「本件公社」という。）に委託

しており、上記契約に係る原告との書類のやり取り等は、本件公社を通じて行った。 

  （３）原告は、平成３１年２月２８日付けで、本件売買代金を平成３０年１月１日から同年１２

月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）及び平成３０年１月１日から同

年１２月３１日までの課税事業年度（以下「本件課税事業年度」という。）の所得の金額の

計算上益金の額に算入せずに、別紙３別表１の「確定申告」欄記載のとおり、本件事業年度

の法人税及び本件課税事業年度の地方法人税の確定申告をした（乙１０）。 

     また、原告は、平成３１年２月２８日付けで、本件売買代金を資産の譲渡等の対価の額の

合計額に含めず、平成３０年１月１日から同年１２月３１日までの課税期間（以下「本件課

税期間」という。）の課税売上割合を９９．９９パーセントとした上で、消費税法３０条１

項（平成２４年法律第６８号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する国内において行

った課税仕入れ（同法２条１項１２号）に係る消費税額（以下「控除対象仕入税額」とい

う。）を計算し、別紙３別表１の「確定申告」欄記載のとおり、本件課税期間の消費税及び

地方消費税（以下「消費税等」という。）の確定申告をした（乙１１）。 

  （４）これに対し、小樽税務署長は、令和３年６月２８日付けで、原告に対し、本件売買代金を

本件事業年度及び本件課税事業年度の所得の金額の益金の額に算入すべきであり、また、本

件売買代金を本件課税期間の資産の譲渡等の対価の額の合計額に含めるべきであるとして、

別紙３別表１の「更正処分等」欄記載のとおり、本件事業年度の法人税の更正処分（以下

「本件法人税更正処分」という。）、本件課税事業年度の地方法人税の更正処分（以下「本件

地方法人税更正処分」という。）及び本件課税期間の消費税等の更正処分（以下「本件消費

税等更正処分」といい、本件法人税更正処分及び本件地方法人税更正処分と併せて「本件各

更正処分」いう。）をし、さらに、本件事業年度の法人税、本件課税事業年度の地方法人税

及び本件課税期間の消費税等の過少申告加算税の各賦課決定処分（以下、本件各更正処分と

併せて「本件各更正処分等」という。）をした（乙１２～１４）。 

  （５）原告は、令和３年８月１６日付けで、本件各更正処分等を不服として国税不服審判所長に

対し審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、令和４年３月２２日付けで、原告の審査

請求をいずれも棄却する旨の裁決をした（甲１）。 
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  （６）そのため、原告は、令和４年９月１５日、本件各更正処分等の取消しを求めて、本件訴訟

を提起した（顕著な事実）。 

  ３ 争点及び当事者の主張 

    本件各土地の「引渡しの日」（法人税法２２条の２第１項）及び「引渡しがあった日」（消費

税法基本通達９－１－１３。以下、両者を併せて単に「引渡しの日」という。）は、平成３０

年１２月２０日であるといえるか。 

  （原告の主張） 

  （１）本件売買契約及び本件補償契約は、実質的に収用目的のもので、本件各土地上に存する本

件建物等の撤去と一体となっている契約であり、本件補償契約の記載事項及び各契約の履行

状況等の取引実態の事実を考慮して総合的に判断されるべきである。そして、本件各土地の

引渡しは、買主である本件機構が収用目的（建設工事）に従った土地の使用を開始し得るこ

とになったことになって初めて完了したというべきであるから、本件土地の「引渡しの日」

は、本件建物等の解体、撤去及び整地を終えたことを本件公社が確認した令和２年１２月１

４日というべきである。 

  （２）原告は、圧縮記帳による節税を受けられることが重要であり、本件機構もかかるメリット

を原告が受けられることを当然の前提として説明していたところ、圧縮記帳によるメリット

を受けるためには、原告が、令和２年１２月１４日に本件各土地を引渡すことにより、本件

売買代金及び本件補償金の残金を受領した上で、これを令和２年度の収入に計上するととも

に、新たな土地購入費用や建物建築費用、引越し費用等の経費を費用に計上して、圧縮記帳

をすることができるのであるから、本件各土地の「引渡しの日」は、令和２年１２月１４日

というべきである。 

  （３）しかし、処分行政庁は、本件建物等の存在及び解体等の事実の有無を考慮することなく、

本件各土地の「引渡しの日」を、本件土地に設定されていた根抵当権が抹消された平成３０

年１２月２０日と認定し、土地譲渡益の計上漏れを理由とする本件各更正処分等をしたので

あるから、本件各更正処分等は違法である。 

  （被告の主張） 

  （１）ア 不動産の譲渡の取引においては、代金の支払と同時に当該不動産の引渡しや所有権移

転登記がされることにより取引が一時に完了し、「引渡しの日」が客観的に明白な場合

がある一方、諸般の事情により各契約当事者の給付等が段階的に複数回に分かれてされ、

外見上は「引渡しの日」が必ずしも明らかでない場合も存在するところ、後者のような

場合には、「引渡しの日」を判断するに当たっては、契約上買主に所有権がいつ移転す

るものとされているかに加えて、代金の支払に関する約定の内容及び実際の支払の状況、

所有権移転登記の申請に必要な書類等の引渡しの状況、当該不動産に係る経費の負担の

売主から買主への移転時期、所有権の移転の登記の時期等の取引に関する諸事情を考慮

し、当該不動産の現実の支配が移転した時期をもって、当該不動産に係る「引渡しの日」

であると判断するのが相当である。また、現実の支配が移転した時期の判断に当たって

は、法人税基本通達２－１－１４及び２－１－２の定めにおいて、代金の相当部分を収

受するに至った日又は所有権移転の申請（所有権移転登記の申請に必要な書類の相手方

への交付を含む。）をした日のいずれか早い日とされていることも参照して検討するの

が相当である。 
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       本件売買契約においては、本件各土地の所有権の移転（１条２項）、引渡期限（２条）、

所有権の移転登記（３条）、代金の請求及び支払（５条）の日がそれぞれ異なっており、

本件売買契約上、本件各土地の引渡しの日が客観的に明白であるとはいえない。したが

って、本件においては、本件売買契約に関する諸事情を考慮し、本件各土地の現実の支

配が移転したといえる時期をもって、本件各土地の引渡しの日であると判断するべきで

ある。 

       本件機構は、本件売買契約締結の時点で本件各土地に係る所有権の移転を受けた上、

本件売買契約において、「原告は、平成３１年１月３１日までに本件機構に本件各土地

を引き渡す。」とされていたところ、原告は、本件各土地の引渡しに当たって本件売買

契約上の義務として負っていた根抵当権の抹消登記を平成３０年１２月２０日に行った。

これは、原告が本件各土地の引渡しに向けて本件売買契約上の義務を果たしたものであ

り、この根抵当権の抹消登記がされたことで、本件機構は、あらかじめ原告から提供を

受けていた本件各土地に係る所有権移転登記の申請に必要な書類によって同登記をする

ことができるようになった。この時点で、原告は、本件売買契約上、本件各土地の引渡

しのために必要な行為は全て尽くしたものと認められる。他方、原告は、根抵当権の抹

消登記をしたことによって、本件売買契約上、本件各土地の引渡しがあった後に受け取

ることのできるとされていた本件売買代金の約７割に相当する金員を受け取ることがで

きるようになり、本件機構においてその支払のための手続を行った。そして、本件売買

契約上、本件各土地に対する公租公課について、本件各土地の引渡日の属する年までの

ものは原告が負担するとされていたところ、本件各土地の固定資産税及び都市計画税は、

平成３０年度までは原告が負担し、平成３１年度以降は、原告ではなく本件機構が納税

義務者として負担していた。そして、原告と本件機構との間で、本件機構が納めた税額

の調整等を行っていないことからすれば、原告及び本件機構においても、本件各土地の

引渡しの日が平成３０年中であると認識していたといえる。 

       そうすると、平成３０年１２月２０日の時点で、本件機構は、本件各土地について観

念的ではなく、登記名義上も本件各土地について所有権移転を受けたことを公示するこ

とのできる状態になった上、原告においても、本件売買代金の約７割の代金を受け取る

ことのできる状態となったのであるから、この時点で、本件各土地の現実の支配は、本

件機構に移転したものと認められる。 

       したがって、本件各土地の引渡しの日は、平成３０年１２月２０日である。 

     イ 本件売買契約は、本件各土地の売買を目的とする契約である一方、本件補償契約は、

本件建物等の移転補償等を目的として、原告と本件機構との間で別途締結された契約で

あって、それぞれが異なる目的のために締結された独立の契約である。本件売買契約書

の内容によれば、本件補償契約に基づく本件建物等の移転の時期は、本件各土地の引渡

しの時期に影響を及ぼさないものであったというべきである。 

  （２）原告が本件事業年度に代替資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法６４条の２に

基づく圧縮記帳の特例を適用する余地はあるから、本件各土地の「引渡し日」を平成３０年

１２月２０日とすると圧縮記帳の特例を適用できないとする原告の主張は前提を欠いている。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 認定事実（前提事実及び争いのない事実に加え、後掲証拠及び弁論の全趣旨によって認めら
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れる事実） 

  （１）本件売買契約の契約書（甲２）には、次のような内容が定められている。 

    ア １条２項 

      本件各土地の所有権は、契約締結の日（平成３０年９月７日）に本件機構に移転するも

のとする。 

    イ ２条１項 

      原告は、平成３１年１月３１日までに本件機構に本件各土地を引き渡すものとする。こ

の場合、本件各土地に質権、抵当権又は先取特権が設定されているときは、原告において、

あらかじめ当該権利を消滅（当該権利が登記されているときは、当該権利を抹消する。）

させるものとする。 

    ウ ２条２項 

      本件各土地に物件〔中略〕が存するときは、原告と本件機構とは、この契約締結に先立

って別途物件移転補償契約を締結するものとする。 

    エ ３条 

      本件各土地の所有権移転登記は本件機構が嘱託するものとし、原告は、本件機構が本件

各土地の所有権移転登記を嘱託するために必要な関係書類を遅延なく本件機構に提出する

ものとする。 

    オ ５条１項 

      原告は、次の各号により本件売買代金の支払を請求することができるものとする。 

     １号 ２条により土地を引き渡し、かつ、３条に規定する書類を提出したときに６４４５

万００４７円のうち４５１１万円 

     ２号 本件各土地の所有権移転登記が完了したときに６４４５万００４７円から前号の規

定により請求した金額を控除した金額 

  （２）本件補償契約の契約書（甲３）には、次のような内容が定められている。 

    ア ２条 

      原告は、平成３３年（令和３年）３月３１日までに本件建物等を移転するものとする。 

    イ ３条１項 

      原告は、次の各号により本件補償金の支払を請求することができる。 

     １号 この契約を締結したときに、１億６５４５万円 

     ２号 本件建物等の撤去を完了した後、２億３６３７万０５１０円から前号の規定により

請求した金額を控除した金額 

  （３）原告は、平成３０年９月３日までに、本件機構に対し、本件各土地の所有権移転登記に必

要となる登記原因証明情報兼登記承諾書、印鑑証明書を提出した。 

  （４）原告は、平成３０年９月２０日、本件機構から本件補償金のうち１億６５４５万円を受領

した。 

  （５）原告は、平成３０年１２月２０日、本件各土地に設定されていた根抵当権設定登記の抹消

登記手続を行い、同日付で同登記がされた（乙５の１ないし４）。 

  （６）原告は、平成３１年１月３１日、本件機構から本件売買代金のうち４５１１万円を受領し

た。 

  （７）本件機構は、本件各土地について、平成３０年１２月２８日、同年９月７日売買を原因と
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する原告から本件機構への所有権移転登記を登記官に嘱託し、同年１２月２８日付けで同登

記がされた（乙５の１ないし４）。 

  （８）本件機構と原告は、本件売買契約締結後、上記（１）オの５条１項２号が定める本件売買

代金の残金について、本件建物等の解体及び撤去後に支払う旨口頭で合意した。 

  （９）本件公社は、令和２年１２月１４日、本件建物等の撤去が完了したことを確認した。 

  （10）原告は、令和２年１２月１８日、本件機構から本件売買代金の残金及び本件補償金の残金

を受領した。 

  ２（１）ア 法人税法上、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額

に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収

益の額とするものとされ（同法２２条２項）、当該事業年度の収益の額は、一般に公

正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきものとされている（同条４項）

ことからすると、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その実現があった

時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべき

ものと解するのが相当である（最高裁平成５年１１月２５日第一小法廷判決・民集４

７巻９号５２７頁参照）。 

      イ そして、法人税基本通達は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合す

ると解されるから、同法２２条の２第１項の目的物の引渡しの日の解釈については、

同通達に基づいて検討することができるというべきであるところ、同通達２－１－１

４本文は、「固定資産の譲渡に係る収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡し

があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。」「（注）本文の扱いによる場合

において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、２－１－２の例によ

る。」と定め、同通達２－１－２により、引渡しの日がいつか明らかでないときは、

（１）代金の相当部分（おおむね５０％以上）を収受するに至った日か、（２）所有

権移転登記の申請（その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。）をした

日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができると定めている。 

        なお、消費税法上の資産の譲渡等の時期についても、法人税法の収益の計上時期と

同様に解されるところ、消費税法基本通達９－１－１３、９－１－２が、上記法人税

基本通達と同趣旨の取扱を定めている。 

   （２）法人税法上、本件各土地の譲渡に係る収益の額（本件売買代金額）は、本件各土地の引

渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきところ（同法２２条の２、法人

税基本通達２－１－１４本文）、前記認定事実のとおり、本件売買契約では、契約書の１

条２項において、本件各土地の所有権は、契約締結の日（平成３０年９月７日）に本件機

構に移転するとされる一方、２条１項において、原告は、平成３１年１月３１日までに本

件機構に本件各土地を引き渡すものとされていたものの、本件各土地には根抵当権が設定

されていたことから、原告は、あらかじめこれらの根抵当権設定登記を消滅させるものと

されていたこと、また、５条１項１号において、本件売買代金の支払は、本件各土地を引

渡し、かつ、本件各土地の所有権移転登記に必要な書類を提出したときに、本件売買代金

６４４５万００４７円のうち４５１１万円を支払うこととされ、さらに、本件機構と原告

との間で、本件売買代金の残金を、本件建物等の解体及び撤去後に支払うことが口頭で合
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意されていたことなどの事情によると、本件各土地の「引渡し日」がいつであるかは一義

的に明確であるとはいえない。 

      そうすると、法人税基本通達２－１－２（消費税法基本通達９－１－２）に従うと、①

原告は、平成３１年１月３１日に本件売買代金の約７０％（≒４５１１万円÷６４４５万

００４７円×１００）を収受するに至っているが、②これにより早い日である平成３０年

１２月２０日に、原告は、本件各土地に設定されていた根抵当権設定登記の抹消登記をし、

かつ、原告は、既に、同年９月３日までに、本件機構に対して、本件各土地の所有権移転

登記に必要な書類を提出していたから、本件各土地の引渡しの日は、平成３０年１２月２

０日であるということができる。 

      そして、本件売買契約の取引の内容に照らしても、平成３０年１２月２０日の時点で、

原告は、本件機構に対して負っていた本件売買契約上の義務を全て尽くし、本件売買代金

の約７０％を請求することができるようになっている上、本件機構は、本件各土地につい

て、いつでも所有権移転登記手続をすることができる状態となっていることからすると、

本件各土地は、平成３０年１２月２０日の時点で、現実の支配の移動があったということ

ができるから、取引の実態に即してみても、平成３０年１２月２０日の時点をもって、本

件各土地の「引渡し日」とすることは相当であるということができる。 

  ３（１）原告は、本件売買契約及び本件補償契約は、実質的に収用目的のもので、本件各土地上

に存する本件建物等の撤去と一体となっている契約であり、本件各土地の引渡しは、買主

である本件機構が収用目的（建設工事）に従った土地の使用を開始し得ることになったこ

とになって初めて完了したというべきであるから、本件土地の「引渡しの日」は、本件建

物等の解体、撤去及び整地を終えたことを本件公社が確認した令和２年１２月１４日とい

うべきである旨主張する。 

      しかし、本件売買契約と本件補償契約は、別個に締結された契約である上に、本件売買

契約において、本件補償契約の内容とは無関係に、本件各土地の所有権移転登記がされる

こととされ、かつ、原告も本件売買代金の約７０％を請求することができることになって

いたことからすると、本件機構が施行するＣ建設工事のために本件売買契約と本件補償契

約が締結され、これらの契約が関連していることや、本件売買代金の約３０％の残金の支

払時期が本件建物等の解体及び撤去後に変更されたことなどを踏まえても、上記認定を左

右するには足りない。 

   （２）また、原告は、収用等があった場合における圧縮記帳の特例（租税特別措置法６４条、

６４条の２）によるメリットを受けるためには、新たな土地を取得し、建物を建築するこ

とが前提であり、令和２年１２月１４日に本件各土地を引き渡さなければ、本件売買代金

及び本件補償金の残金を受領できず、圧縮記帳をすることによる税法上のメリットを受け

ることができなかったから、本件各土地の引渡しは、令和２年１２月１４日とすべきであ

る旨主張する。 

      しかしながら、同法６４条の２第１項は、収用等のあった日を含む事業年度において代

替資産を取得しなくとも、当該事業年度から２年以内に取得する見込みがある場合には、

課税を繰り延べる余地があることを定めているのであるから、本件建物等を解体及び撤去

することにより本件売買代金及び本件補償金の残金を受領しなければ、圧縮記帳をするこ

とによる税法上のメリットを得ることができなかったとはいえない。 
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      したがって、原告の上記主張は理由がない。 

  ４ 以上によれば、本件各土地の「引渡しの日」は、平成３０年１２月２０日であるというべき

ところ、これを前提とした本件各更正処分等は、別紙３の本件各更正処分の根拠記載のとお

り、適法なものと認めることができる（弁論の全趣旨）。 

  ５ よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判

決する。 

 

札幌地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 右田 晃一 

   裁判官 小野 健 

   裁判官 小林 遼平 
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物件目録

小樽市-■■•
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宅地

1637. 13平方メートル

以上



10 

 

  

（別紙2)

関係法令の定め

第1 法人税法

11 2.2条
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會

2項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に

算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は

無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の

取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

4項第2項に規定する当該事業年度の収益の額［中略）は、別段の定めがあ

るものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算

されるものとする。

22条の2

1項 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（以下この条におい

て「資産の販売等」という。）に係る収益の額は、別段の定め（中略）が

あるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供

の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第2 消費税法（平成24年法律第68号による改正前のもの。乙19の1)

2条

20 1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

15 

ところによる。

1 2号課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け〔中

略）ること（中略）をいう。

30条

匹 1項 事業者〔中略〕が、国内において行う課税仕入れ（特定課税仕入れに該

当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同
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じ。） 〔中略〕については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号

に定める日の属する課税期間の（中略）課税標準額に対する消費税額（以

下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。）から、当該

課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕

入れに係る支払対価の額に10 8分の6・・3を乗じて算出した金額をいう。

以下この章において同じ。） （中略）につき課された又は課されるべき消

費税額（附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。）の合計額

を控除する。

1号 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日

2項 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5

億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が 10 0分の '

9 5に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費

税額、 （中略〕につき課された又は課されるべき消費税額（以下この章に

おいて「課税仕入れ等の税額Jという。）の合計額は、同項の規定にかか

J6 わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により

計算した金額とする。

10 

20 

26 

1号 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ〔中略）につき、

課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の

譲渡等（以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。）に

のみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通

して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金

額に口に掲げる金額を加算する方法

イ 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ（中略〕の税額の合計

額

ロ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税

仕入れ〔中略〕の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金
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額

2号 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕：入れ等

の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

第3 租税特別措置法（平成30年法律第95号による改正前のもの。）

6 6 4条

.. ．
 

t
 

．
 
．
 

．．
 
．．
 駅
9

．
 
．． 
• 

．
 

．
 
．．
 
．
 

1項 法人〔中略） ．の有する資産（〔中略）以下この条、次条（中略）におい

て同じ。）で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当する

こととなった場合（中略）において、当該法人が当該各号に規定する補償
. . . 

金、対価又は清算金の額（当該資産の譲渡〔中略〕に要した経費がある場

合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして

政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。）

の全部又は一部に相当する金額をもって当該各号に規定する収用、買取り、

換地処分、権利変換、買収又は消滅（以下この款において「収用等」とい

う。）のあった日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産

と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの（以

下第65条までにおいて「代替資産」という。）の取得〔中略］をし、当

該代替資産につき、その取得価額（その額が当該補償金、対価又は清算金

の額〔中略）を超える場合には、その超える金額を控除した金額。〔中略〕）

に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の

2o 帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する

10 

)6 

26 

割合（次条において「差益割合Jという。）を乗じて計算した金額（以下

この項〔中略〕において「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿価

額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてそ

の圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金と

して積み立てる方法（当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分

により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理したときは、そ
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10 

．の減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金

額の計算上、損金の額に算入する。

1号 資産が土地収用法等（中略）の規定に基づいて収用され、補償金を

取得する場合（政令で定める場合に該当する場合を除く。）

2号資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基

づいて収用されることとなる湯合において、当該資産が買い取られ、

対価を取得するとき（政令で定める場合に該当する場合を除く。）

4項 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入され

る金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額

の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けよう

とする資産が同項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当することとなっ

たことを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限

り、適用する。

64条の2

1項 法人の有する資産で前条第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる

場合に該当することとなった場合（中略〕において、当該法人が、収用等

のあった日を含む事業年度（中略〕終了の日の翌日から収用等のあった日

以後2年を経過するまでの期間（（中略）以下この項（中略）において「指

定期間」という。）内に補償金、対価又は清算金の額（当該収用等のあっ

2。 た日を含む事業年度において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相

16 

26 

当する金額をもって代替資産の取得をした場合には、当該資産の取得価額

を控除した金額。以下この条において同じ。）の全部又は一部に相当する

金額をもって代替資産の取得をする見込みであるとき（中略〕は、当該補

償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの

額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該収用等のあった日を

含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法〔中略〕によ
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り経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年

度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する•O

第4 法人税基本通達．（乙15の1• 2) 

2-1-2 

6
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，
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．．．． ..... ．．．． 

棚卸資産の販売に係る収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度

の益金の額に算入するのであるが、その引渡しの日がいつであるかについては、

例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した

日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該棚卸資産の種類及

び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であ ，

ると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日

によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存

する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に

掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分（おおむね50％以上）を収受するに至った日

l6 (2) 所有権移転登記の申請（その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を

10 

含む。）をした日 ‘
 

26 

2-1一14 

固定資産の譲渡に係る収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあ

った日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、

20 建物その他これらに類する資産である場合において、・法人が当該固定資産の譲

渡に関する契約の効力発生の日において収益計上を行っているときは、当該効

力発生の日は、その引渡しの日に近接する日に該当するものとして、法第22

条の2第2項（（収益の額））の規定を適用する。

（注） 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであ

るかについては、 2-1--2の例による。

第5 消費税法基本通達
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 ．
．
 

.. .... .... ． .... 

)0 

9-1-2 

棚卸資産の引渡・し日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手

方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなつた日、検針等に

より販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る

契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち

事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとするc

この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、そ

の引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいず

れか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分（おおむね50％以上）を収受するに至った日

(2)・所有権移転登記の申請（その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を

含む。）をした日

9-1-13 （乙 1)

固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日と

16 する。ただし、その固定資産が士地、建物その他これらに類する資産である場

合において、事業者が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日を資産

の譲渡の時期としているときは、これを駆める。

（注） 本文の取扱による場合において、固定資産の引渡しの日がいつである

かについては、9-1 9 - 2の例による。

20 以上
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（別紙3)
＇ 

本件各更正処分の根拠．

1 本件法人税更正処分の根拠

被告が本件訴訟において主張する原告の本件事業年度の法人税に係る所得金額

及び納付すべき法人税の額は、次のとおりである。

(1〉所得金額（別表2の①欄） ・ ' ) 

．．
 

．
 

．

．
 

．． 
．． 

．． 
．． 
..
.... 

..

... 

．．． 

6408万7820円・

上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算し、ウの金額を減算した金額

である。

ア 確定申告における所得金額（肩表2の②欄）

7 3 6:万64 7 3円

上記金額は、原告が小樽税務署長に提出した本件事業年度の法人税の確定

申告書別表ー（一） （乙第10号証1枚目）の「所得金額又は欠損金額」欄に

記載された金額と同額である。・

イ 所得金額に加算すべき金額（別襄2の③欄）

6445万0.0 4 7円

上記金額は、本件売買代金の額であり、本件各土地は平成30年12月2

0日に引渡しが完了していることから、本件事業年度の所得金額に加算され

る。

ウ 所得金額から減算すべき金額（別表2の④欄）

772万8700円

上記金額は、次の（ア）及び（イ）の金額の合計額であり；・法人税法22条3項

の規定により、本件事業年度の所得金額から減算される。

(7)本件各土地の譲渡原価（乙第10号証34枚目（固定資産の内釈書））

503万5700円
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上記金額は、本件各土地の帳簿価額であり、本件各土地の譲渡豚価とし

て損金の額に算入される。

（イ）控餘対象外消費税額等

．
 ．
 

．
 ．． 
．． 

．． 
.
.
 

．．．．．． 

．．．．． 

・
書
•

269万3・00 0円

上記金額は、後記3(11)のとおり、原告が納付すべき消費税等の合計額

であるところ、本件課税期間の消費税等の計算上控除することができない

消費税等の額であるから、本件事業年度の損金の額に算入される。

(2)所得金額に対する法人税額（別表2の⑤欄）

1432万4358円

上記金額は、上記(1)の所得金額（通則法11 8条1項の規定により 100

0円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に法人税法66条1項（平成28年

法律第15号による改正前のもの。）、同条2項（令和2年法律第8号による改

正前のもの。）、租税特別措置法42条の3の2第1項（平成31年法律第6号

による改正前のもの。）の規定に基づく税率を乗じて計算した金額である。

(3)法人税額から控除される所得税額等（別表2の⑥欄）

827円

原告においては、利子等及び配当等によって所得税を源泉徴収されているこ

となど力：ら、その所得税額が法人税額から控除される（法人税法68条1項（平

成30年法律第7号による改正前のもの。）、所得税法18 1条1項、同法24・ 

条1項）。上記金額は、法人税額から控除される所得税額であり、本件事業年

度の法人税の確定申告書別表ー（一） （乙第・10号証1枚目）の「控除税額の計

算」の・「所得税の額」欄に記載された金額である。

(4)納付すべき法人税額（別表2の⑦欄）

1 4 3 2万3500円

上記金額は、上記(2)の金額から上記（3）の金額を減算した金額 ．（通則法11 
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．．．．．． 
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9条1項の規定により 10 0円未満の端数を切り捨てたもの。）である。

(5)既に納付の確定した法人税額（別表2の⑧欄）

1 1 9万40 0 0円

本件事業年度の法人税の確定申告における納付金額は、納付すべき~人税額

から差し引く必要がある。その金額が上記金額であり、本件事業年度の法人税

の確定申告書別表ー（一） （乙第10号証1枚目）の「差引所得に対する法人税

額」欄に記載された金額である。

(6)差引納付すべき法人税額（別表2の⑨欄）

1321万95 0 0円

上記金額は、上記(4)の金額から上記(5)の金額を減算した金額（通則法11 

9条1項の規定により 1o・o円未潰の端数を切り捨てたもの。）である。

2 本件地方法人税更正処分の根拠 ； 

原告の本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき

地方法人税の額は、次のとおりである。

(1)課税標準法人税額（別表3の①欄）

1432万40 0 0円

上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算した金額（通則法11 8条1項

の規定により 1000円未満の端数を切り捨てた後のもの。）である。

ア 確定申告における基準法人税額（別表3の②欄）

1 1 0万4900円

上記金額は、本件課税事業年度の地方法人税の確定申告書別表ー（一） （乙

第10号証1枚目）の「課税標準法人税額の計算」の「基準法人税額」の「所

得の金額に対する法人税額」欄に記載された金額である。

イ 基準法人税額に加算すべき金額（別表3の③欄）

1 3 2 1万9458円
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‘ 上記金額は、上記1のとおり、本件法人税更正処分により納付すべき法人

税額が増加した結果、本件課税事業年度の基準法人税額が増加したものであ

る。

．
 ．
 

．
 

．． 

．． 
．
 
.... 

．．．． 
．． 

(2)課税標準法人税額に対する地方法人税額（別表3の④欄）

63万0256円

上記金額は、・上記(1)の課税標準法人税額に地方法人税法10条1項（平成

28年法律第15号による改正前のもの。）の規定に基づく税率を乗じて計算

した金額である。

(3)既に納付の確定した地方法人税額（別表3の⑥欄）

4万8.50 0円 ，．

本件課税事業年度の地方法人税の確定申告における納付金額は、納付すべき

地方法人税額から差し引く必要がある。その金額が上記金額であり、本件課税

事業年度の地方法人税の確定申告書別表ー（一） （乙第10号証1枚目）の「差

引地方法人税額」欄に記載された金額であるb

(4)差弓1納付すべき地方法人税額（別表3の⑦欄）

58万1700円 ・

上記金額は、上記(2)の金額から上記（3）の金額を減算した金額（通則法11 

9条 1項の規定により 10 0円未潰の端数を切り捨てfこもの。）である。

3 本件消費税等更正処分の根拠

原告の本件課税期間の消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額は、

次のとおりである。

(1)課税標準額（別表4の①欄）

. 1億7669万8000円

上記金額は、原告が小樽税務署長に提出した本件課税期間に係る消費税等の

確定申告書（乙第11号証1枚目）の「課税標準額」欄に記載した金額と同額
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'である。

(2)課税標準額に対する消費税額（別表4の②欄）

． ． ．．． ．． ．． ．．． .. 
．
 

．． ．． ．
 

．．
 
．．
 
．
 

1 1 1 3万1974円

上記金額は、上記(1)の金額に、消費税法29条（平成24年法律第：68号

3条による改正前のもの。）の規定により 10 0分の6.3の税率を乗じて算

出した金額であり、原告が、本件課税期間の消費税等の葎定申告書（乙第11 

．号証1枚目）の「消費税額J襴に記載した金額と同額である。

(3)控除税額小計（別表4の⑥欄）’

5 8 1万39 7 1円

• 原告の本件課税期間の控除対象仕入税額については、 次のイのとおり、課税

売上割合が100分の95に潰たないことに加え、・課税仕入れについて、課税

対応課税仕入れ、非課税対応課税仕入れ及び共通対応課税仕入れとに区分が明

らかにされていないことから（乙第17号証1枚目）、消費税法30条 2項2

号の規定により 、同項所定の課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗

じて計算することとなる。

そうすると、原告の本件課税期間の課税仕入れ等の税額の合計額及び課税売

上割合は、次のア及びイのとおりであるから、控除対象仕入税額は58 1万3

9 7 1円であり（別表4の③欄）、返還等対価に係る税額及び貸倒れに係る税

額がともに0円であることから（別表4の④欄及び⑤欄）、控除税額小計は上

記金額のとおりである。

ア 課税仕入れ等の税額の合計額（別表5の⑨欄）

7 9 3万46 0 1円

原告が、本件課税期間の消費税等の確定申告書付表2 （乙第11号証3枚

目） の 「課税仕入れ等の税額の合計額」欄に記載した金額と同額である。

イ 課税売上割合（別表5の⑦欄）
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.... ．．  ． .. ． 
．．．． 
．．．． ． 
．．．． 

7 3・_ 2 7 （以下省略）パーセント

本件売買代金は、本件課税期間の消費税の計算上国内において行った資産

の譲渡等の対価に含まれることから、消費税法施行令48条1項の規定によ

り計算した原告の本件課税期間における課税売上割合は、上記割合となる。

(4)差引税額（別表4の⑦欄）

5 3 1万8000円

上記金額は、上記(2)の金額から上記(3)の金額を控除した後の金額（通則法

1 ・1 9条1項の規定によりiO 0円未満の端数を切り捨てた後のもの。）．であ

る。

{5)既に納付の確定した本税額（別表4の⑧欄）

3 1. 9万7300円

本件課税期間の消費税等の確定申告における消費税の納付金額は、納付すべ

き消費税額から差し引く必要がある。その金額が上記金額であり、本件課税期

間の消費税等の確定申告書（乙第11号証1枚目）の「差引税額」欄に記載さ

れた金額である。 ・

(6)差引納付すべき消費税額（別表4の⑨欄）

2 1 2万0700円

上記金額は、上記(4)の金額から上記(5)の金額を減算した金額（通則法11 

9条1項の規定により l・O0円未満の端数を切り捨てたもの。）である。

(7)課税標準となる消費税額（別表4の⑩欄）

5 3 1万8000円

上記金額は、上記(4)の金額と同額であり、地方税法72条の82の規定に

よるところの地方消費税の課税標準額である。

(8)納付すべき地方消費税額（別表4の⑪欄）

1 4 3万5000円
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上記金額は、上記(7)の課税標準となる消費税額に地方税法72条の83の

規定に基づく税率を乗じて計算した金額（地方税法20条の4の2第3項の規

定により 100円未満の端数を切り捨てたもの。）である。

(9)既に納付の確定した譲濃割額（別表4の⑫欄）

86万2700円

本件課税期間の消費税等の確定申告における納付金額は、納付すべき地方消

費税額から差し引く必要がある。その金額が上記金額であり、本件課税期間の

消費税等の確定申告書（乙第11号証1枚目）の「譲渡割額」の「納税額」欄

に記載された金額である。

(10)差引納付すべき譲渡割額（別表4の⑬欄）．

. 57万2300円．

上記金額は、上記（8）の金額から上記(9)の金額を減算した金額である。

(11)納付すぺき消費税等の合計額（別表4の⑭欄）

269万3000円

上記金額は、上記（6）の金額と上記(lo)の金額を合計した金額である。．

以上
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胴最1 本件各更正量分疇の縫緯
区分
●定拿告 更正処分鱒 響査鶴求 戴 決

項目

年 ． 月 日 ．平成31隼2月28B 令和3年6月28日 令和3年8月16日 令和3J122a

法・人税
所 ・得 傘 ． 7．露亀47S “.087.820 

納付すべき税額 l, 104,000 • 14, 323, 600 全鶴歌情し 獨臼

遍少．摩告加算覆の● ---- I,磁．500

年 月 B 平咸31年2月28B 令和3~Jl28B 令和3年8月1613 令和亀年3月22B

蟻方法人税
...攣法人辰• : l,1“•OOO 14,324,000 

納付すべき覆• • “•500 630,200 全鶴歌請し 棄鐸 ．

過少摩告加算税の● --- 62,000 

年 JI B 平咸31年2月28日 令和3隼6月28B • 令和3・年8月 16日 • 令和年3月i2a

霞 覗• 摯顧 .176,“鳩，OOO 175, 698, 000 

謂費税嶋
控戴賃拿仕入覆麟 7.釈M.60l 6,813,971 

納付すべき清費裏• ,. 197.300 6. 318..OOO 全鶴順構し 事

納付すべき鳩方構費良● 匹．700 1,f証．OOO

遍少●告加算税の● ---- ．碑，000

0単位：円）

．．
 
．
 

．
 
．
 
．
 
．．
 
．．
 ．．
 
．．．． 
．．．．． .... 
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別表2 本件事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき法人税額

（単位 ：円）

．
 

．
 ．． 
．
．
．
 
．
．
 

．． 
..
.... 

..

... 

．．

．
 

項 目
番

金 額
号

所 得 金 額 ① 64,087,820 
（ ② ＋ ③ ④ ） 

確定申告における所得金額 ② • 7, 3~6, 473 
•• 

所得金額に加算すべ き金額 ③ 64,450,047 

所得金額から減算すべき金額 ’④ 7,728,700 

・所得金額に対する法人税額 ⑤ . . ．． 14,324,358 

卜
法人税額から控除される所得税額等 ⑥ 827 

綸

’ 納付す べ き法人税額 ⑦ 14,323,500 

既に納付の蘊定した法人税額 ⑧ 1,104,000 

差引納付すべ き法人税額（⑦ー⑧） ⑨ 13,219,500 

加 加算税の基礎となる税額 ⑩ i3,210,000 
算
税 ・ 過少申告加算税の額 ⑪ 1,926, 5.00 

； 

（田1 「⑦J-、 ゆjの各●は、遍瓢法11 -9彙1項の績定に基づき 100円未識の嶋数を切り檜てた績の傘顧でわる．

（注）2 『⑩』●は、通剛法11 8粂3項の蠣定に基づき、1万円未●の嶋戴を切り檜てた後の金●であ
る．
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別表3 本件課税事業年度の諜税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額

（単位 ：円）

．
．
 

．
 

．
．
．
 

．
 ．
．
 

．

．
 

.....
 
.... 

．．．．．
．
 

．．． 

項 目
番
金 額

号

・課 税 標 準 法 人 税 額 ① 14,324,000 
（ ② ＋ ③ ） 

．． 

葎定申告における基準法人税額 ② 1,104,900 
ヽ

基準法人税額に加算すべき金額 ③ 13,219.458 
... . 

課税標準法憫9に対する ④ 630,256 
地方法人税頼 4. 4%) 

納付す べ き地方法人税額 ⑤ 630,200 
.. .  

既に納付の葎定した地方法人税額 ⑥ 48,500 

差引納付すぺき地方法人税額 ⑦ 581,700 
（ ⑥ ⑥ ） 

： 

加 加算税の基礎となる税額 ⑧ 580,000 

算
税 過 少 申 告 ・加 算税の 額 ⑨ 62,000 

（注1

（注）2

（注） 3． 

ゆ」●は、遍剛法11 8粂1項の繊定に基づき 1,000円未懺の嶋戴を切り綸てた畿の彙●である
．

r⑤J、 『⑦Jの各●は、遍爾法11 9条1項の蠣定に基づき 1O OPI未調の嶋徽を切り鎗てた菫の彙麟である．

r⑤J●は、遍剛法11 8彙3項の蠣定に基づき、1万Pl東調の嶋量を切り鎗てた後の傘額である｀
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． 

． ． ． ． ． ． ． 
．． ． .. 
．．．．． ..... 
．．．． 

別表4 本件諜税期間の消費税等の鰈税撮準額及び納付すべき税額

（単位：fil

区 分
9番

金 額
号

課税標準額 ① 176, 698, 000 

｀ 鰊税標準額に対する消費税額 ② 11,131,974 

消 控 控除対象仕入税額（別表5⑩欄の金額） ③ 5,813,971 

除 返還等対価に係る税額 ④ 

゜
費 税 畑れに係る税額

⑤ 

゜．． 

額 控除税額,Jヽ 計（③＋④十⑤）
・⑥• 6,813,971 

税 差引税額（②一⑥） ⑦ 5,318,000 

既に納付の纏定した本税額 ⑧ 3,197,300 

．： 
差引納付すべき消費税額（⑦—⑧) ⑨ 2,120,700 

陳税標準となる消費税額 ⑩ 5,318,000 

地 納付すべき地方消費税額 ⑪ 1,435,000 
方
消 ： 
費
既に納付の鶉定した譲裟割額

．． 
⑫ 862,700 

税

差引納付すぺき譲渡割額（⑪一⑫） ⑬ 572,300 

納付すべき消費税等の合計額（⑨＋⑬） ⑭ • 2,69~.ooo 

加
加算税の基礎となる税額 ⑮ 2,690,000 

算
税
過少申告加算税の額 ⑯ 269;000 

（注）1 「Oj●は、遍則法11 8条1項の蜆定に基づき 1000円未漬の嶋戴峯切り綸てた犠の金額である：

（注） 2 r⑦J及び．『⑨Jの各●は、遍剛法11 9条1項の蜆定に基づき 100円未識の嶋蒙を切り捨てた犠の食瓢である．

（注） 3 「⑪J、 r⑬J •の各欄は、地方税法20条の•4の 2 第 3項の鰻定に基づき 100円未漬の嶋数を切り檜てた襲の金額である．

（注）4 .「⑮J欄は 通`則法 11 8条3項の規定に基づき、1万円未●の嶋徴を切り捨てた後の拿麟である．
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別表5 本件蝶税期間の消費税等の課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表

心：円）

＊
 

．．
 
．．
 ．．
 ． ． ．． 
.... ..... .... 

項 目 番
金 額号

課税売上額 ① J76,69B,772 

免税売上額 ② 

゜．． 

課税資産の譲渡等の対価の額（①＋②） ③ 176,698,772 .. 

， 
課税資産の譲渡等の対価の額（③の金額） ④ ,, 176, 698, 772 

. 
非課税売上額 ⑤ 64,450,391 

資産の譲渡等の対価の額（④＋⑤） ,•⑥ 241, 149, 163 

課税売上割合（③／⑥） ⑦ 0. 732736410119740 

．課税仕入れに係る支払対価の額 ⑧ 136,021,734 

課税仕入れ等の税額の合計額（⑧X6.3/108) ⑨ 7,934,601 

控除対象仕入税額（⑨の金額x⑦) ⑩ 5! 813,.97.I 
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